
（３） 設備について

○ 小規模住居型児童養育事業所は、委託児童の日常生活に支障がないよう、必要な

設備を有し、養育者等が委託児童に対して適切な援助及び生活指導を行うことがで

きる形態とする。

○ 食堂等委託児童が相互交流することができる場所を有するほか、小規模住居型児

童養育事業所の設備の全てが、委託児童の適切な養育に資するものであることとす

る。

○ 風呂、洗面所、便所、子どもの居室を有すること、年齢に応じ男子と女子の居室

を別にすることとする。

○ 保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならない。

（４）運営について

① 教育

○ 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう

努めなければならない。

② 衛生管理等

○ 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童の使用する居室、食器その他の設

備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置

を講じなければならない。

○ 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業所において感染

症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。

③ 食事

○ 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に食事を提供するときは、その献

立は、できる限り、変化に富み、委託児童の健全な発育に必要な栄養量を含有

するものでなければならない。

○ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について、栄養並

びに委託児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

④ 自立支援計画の遵守

○ 小規模住居型児童養育事業者は、児童相談所長があらかじめ当該小規模住居

型児童養育事業者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて

当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該委託児童を養育しな

ければならない。

⑤ 秘密保持等

○ 小規模住居型児童養育事業の養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た委託児童（委託を解除された児童を含む。次項において同じ ）又はその。

家族の秘密を漏らしてはならない。

、 、 、○ 小規模住居型児童養育事業者は 養育者等であった者が 正当な理由がなく

その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。

⑥ 記録の整備等
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○ 小規模住居型児童養育事業所には、養育者等、財産、収支及び委託児童の処

遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

⑦ 苦情への対応等

○ 小規模住居型児童養育事業者は、その行った養育に関する委託児童等からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。

○ 小規模住居型児童養育事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解

決に当たって、養育者等以外の者を関与させなければならない。

○ 小規模住居型養育事業は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定

期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るよう努めなければならない。

⑧ 都道府県知事の調査

○ 小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事（指定都市及び児童相談所設

。 「（ ） 」 。置市の市長を含む 以下 ５ 小規模住居型児童養育事業関係 において同じ

（※ ）からの求めに応じて、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事）

の調査を受けなければならない。

（※）指定都市及び児童相談所設置市が処理する事務の範囲は政令事項。

⑨ 支援体制の確保

○ 小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応などを含め、委託児童の状況

に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談

所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察

。その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない

⑩ 管理者の責務

○ 小規模住居型児童養育事業所の管理者は、養育者等並びに業務の管理及びそ

の他の管理を一元的に行わなければならない。

○ 小規模住居型児童養育事業所の管理者は、養育者等にこの省令で定める規定

を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

⑪ 運営規程

○ 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業所ごとに、次に

掲げる事業運営の重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

イ 事業の目的及び運営の方針

ロ 養育者等の職種、員数及び職務の内容

ハ 入居定員

ニ 養育の内容

ホ 緊急時等における対応方法

ヘ 非常災害対策

ト 委託児童の権利擁護、虐待の防止等を図るために必要な事項

チ 外部評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容

リ その他運営に関する重要事項

⑫ 勤務体制の確保

○ 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、適切な養育を実施できる
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